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は
、
当
該
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
九
十

九
・
七
三
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額
と
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「

応
じ
た
額
」
の
下
に
「
に
百
分
の
九
十
九
・
七
三
を

乗
じ
て
得
た
額
」
を
加
え
、
「
当
該
額
」
を
「
当
該

応
じ
た
額
に
百
分
の
九
十
九
・
七
三
を
乗
じ
て
得
た

額
」
に
、
「
（
そ
の
」
を
「
と
し
、
そ
の
」
に
、
「

額
）
）
」
を
「
額
と
す
る
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
、
人
事
委
員
会
」
を
「
人
事

委
員
会
」
に
、
「
額
）
」
を
「
額
と
し
、
当
該
職
員

以
外
の
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
に
お
い
て
減
額
改
定

対
象
職
員
で
あ
る
者
お
よ
び
基
準
日
の
翌
日
以
降
に

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
職
員
の
う
ち
施
行
日
の

前
日
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場

合
に
基
準
日
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
職
員
で
あ
る

者
と
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
給
料

月
額
に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
九
十
九
・
七
三
を
乗

じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る

。
）
」
に
改
め
、
「
な
る
も
の
」
の
下
に
「
（
第
三

条
第
七
号
に
掲
げ
る
職
員
お
よ
び
施
行
日
の
前
日
に

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
同

号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を

加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か

　

ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
前
に
降
格
を
し
た
職
員
に
関
す
る
経
過

措
置
）

2　

改
正
前
の
平
成
十
八
年
改
正
給
与
条
例
に
よ
る

給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し

た
職
員
に
対
す
る
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給

与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

平
成
十
八
年
福
井
県
条
例
第
五
号
）
附
則
第
八
項

あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号

中
「
（
施
行
日
以
降
に
こ
れ
ら
の
異
動
が
二
回
以
上

あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
れ

ら
の
異
動
が
順
次
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
）
」
を

削
り
、
「
相
当
す
る
額
」
の
下
に
「
（
福
井
県
一
般

職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十

八
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
お
よ
び
次
条
第

一
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

同
条
例
附
則
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
減
額
改
定

対
象
職
員
（
以
下
こ
の
項
お
よ
び
次
条
第
一
項
に
お

い
て
「
減
額
改
定
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る

者
（
基
準
日
の
翌
日
以
降
に
給
料
表
の
適
用
を
異
に

す
る
異
動
ま
た
は
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
職
員
を

除
く
。
）
お
よ
び
基
準
日
の
翌
日
以
降
に
給
料
表
の

適
用
を
異
に
す
る
異
動
ま
た
は
初
任
給
基
準
異
動
を

し
た
職
員
で
あ
っ
て
施
行
日
の
前
日
に
当
該
異
動
が

あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
基
準
日
に
お
い
て
減
額

改
定
対
象
職
員
で
あ
る
者
と
な
る
こ
と
と
な
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
百

分
の
九
十
九
・
七
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
額
）
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
お
よ
び

第
三
号
中
「
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
」
の
下
に
「

（
基
準
日
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
職
員
で
あ
る
者

に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
百

分
の
九
十
九
・
七
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
額
）
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
イ
中
「

給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
」
の
下
に
「
（
基
準
日
に

お
い
て
減
額
改
定
対
象
職
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は

、
当
該
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
九
十
九

・
七
三
を
乗
じ
て
得
た
額
）」
を
加
え
、
同
号
ロ
中

「
給
料
月
額
」
の
下
に
「
に
相
当
す
る
額
（
基
準
日

に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
職
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て

　

平
成
十
八
年
改
正
給
与
条
例
に
よ
る
給
料
の
切
替

え
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

川
上　

賢
正

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

平
成
十
八
年
改
正
給
与
条
例
に
よ
る
給
料
の

切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

平
成
十
八
年
改
正
給
与
条
例
に
よ
る
給
料
の
切
替

え
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七　

施
行
日
以
降
に
平
成
十
八
年
改
正
給
与
条
例

附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ

る
職
員
で
な
く
な
っ
た
職
員

　

第
四
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
も
の

」
の
下
に
「
（
前
条
第
七
号
に
掲
げ
る
職
員
（
第
一

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

を
除
く
。
）
お
よ
び
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
施
行
日
の
前
日

に
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
ま
た
は
初
任
給

基
準
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
（
施
行
日
以

降
に
こ
れ
ら
の
異
動
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
異
動
が
順
次

―
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（
※
は
、
県
例
規
集
登
載
事
項
）

人
事
委
員
会
規
則

※
平
成
十
八
年
改
正
給
与
条
例
に
よ
る
給
料

の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
四
） …
…
一

※
給
料
の
調
整
額
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
五
） …
…
…
…
二

※
給
料
の
調
整
額
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
二
六
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

※
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
七
） …
…
二

※
特
地
勤
務
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
八
） …
…
…
二

※
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
二
九
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

※
平
成
二
十
一
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末

手
当
の
特
例
措
置
に
関
す
る
規
則
（
三
〇

　

） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

人
事
委
員
会
規
則
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特
地
勤
務
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

四
十
六
年
福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

前
項
各
号
に
定
め
る
日
が
平
成
二
十
一
年
四

月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に

あ
る
職
員
（
そ
の
日
に
減
額
改
定
対
象
職
員
（

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一

年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
）
附
則
第
三
項
第

一
号
に
規
定
す
る
減
額
改
定
対
象
職
員
を
い
う

。
第
五
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）　

前
項
中
「
受
け
て

い
た
給
料
お
よ
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
係
る
給

料
に
つ
い
て
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

平
成
二
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
改
正
条

例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
に
お
け
る
平
成

二
十
一
年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
条
例
の
規
定
お
よ
び
平
成
二
十
一
年
改

正
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
井

県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
福
井

県
条
例
第
五
号
）
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

も
の
と
し
た
場
合
の
給
料
の
月
額
な
ら
び
に
当

該
定
め
る
日
に
受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

　

第
五
条
第
三
項
中
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
を
削
り

、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

二　

異
動
等
の
日
が
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か

ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員

（
そ
の
日
に
減
額
改
定
対
象
職
員
で
あ
つ
た
者

に
限
る
。
）　

前
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料
お

よ
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
係
る
給
料
に
つ
い
て

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
三
項
第
一
号
中
「
い
た
管
理
職
手
当
の
額

」
の
下
に
「
（
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に

関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二

十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（

以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
同
条
例
附

則
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
減
額
改
定
対
象
職
員

（
以
下
「
減
額
改
定
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
管
理
職
手
当
の
額
に
百
分

の
九
十
九
・
七
三
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
管
理
職

手
当
の
額
」
の
下
に
「
（
基
準
日
に
お
い
て
減
額
改

定
対
象
職
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
管
理
職

手
当
の
額
に
百
分
の
九
十
九
・
七
三
を
乗
じ
て
得
た

額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
し
た
場
合
に
」

を
「
し
て
」
に
、
「
準
じ
て
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と

と
な
る
管
理
職
手
当
の
額
」
を
「
よ
る
も
の
と
し
た

場
合
の
額
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

　

特
地
勤
務
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

川
上　

賢
正

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

特
地
勤
務
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
福
井
県
人
事
委
員
会

規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

附
則
第
三
項
第
一
号
中
「
調
整
基
本
額
」
の
下
に

「
（
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福

井
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
同

条
例
附
則
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
減
額
改
定
対

象
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
改
定
対
象

職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該

調
整
基
本
額
に
百
分
の
九
十
九
・
七
三
を
乗
じ
て
得

た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
調
整
基
本
額

」
の
下
に
「
（
基
準
日
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
職

員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
調
整
基
本
額
に
百

分
の
九
十
九
・
七
三
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
加
え

、
同
項
第
三
号
中
「
場
合
）
」
を
「
場
合
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
「
調
整
基
本

額
」
の
下
に
「
（
基
準
日
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象

職
員
で
あ
る
者
（
施
行
日
の
前
日
に
次
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
た
場
合
に
基
準

日
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
職
員
で
あ
る
者
と
な
る

こ
と
と
な
る
者
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
調

整
基
本
額
に
百
分
の
九
十
九
・
七
三
を
乗
じ
て
得
た

額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
に
同
日
に
そ
の

者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
調
整
基
本
額
」
を
「

の
額
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

　

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

川
上　

賢
正

お
よ
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

　

給
料
の
調
整
額
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

川
上　

賢
正

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

給
料
の
調
整
額
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

　

給
料
の
調
整
額
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
ロ
の
表
中
「12,500円

」
を
「12,400円

」

に
改
め
、
別
表
第
二
ハ
の
表
中
「9,000円

」
を
「8,900円

」
に
、
「11,100円

」
を
「11,000円

」
に
、
「12,000円

」
を
「

11,900円

」
に
改
め
、
別
表
第
二
ニ
の
表
中
「

11,600円

」
を
「11,500円

」
に
、
「11,800円

」
を
「11,

700円

」
に
改
め
、
別
表
第
二
チ
の
表
中
「12,600円

」

を
「12,500円

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

　

給
料
の
調
整
額
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

川
上　

賢
正

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

給
料
の
調
整
額
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

給
料
の
調
整
額
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
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に
掲
げ
る
者
と
な
り
、
引
き
続
き
当
該
各
号
に
掲

げ
る
者
と
し
て
勤
務
し
た
後
、
引
き
続
い
て
職
員

と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
日
を
除
く
。
）
が

あ
る
場
合
は
当
該
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と

き
は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
）
）
か
ら
基

準
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
減
額
改
定
対
象
職
員

（
改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
減

額
改
定
対
象
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な

っ
た
日
の
う
ち
最
も
早
い
日
と
す
る
。

（
在
職
し
な
か
っ
た
期
間
等
が
あ
る
職
員
の
改
正

条
例
附
則
第
三
項
第
一
号
の
月
数
の
算
定
）

第
二
条　

改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
一
号
の
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間

と
す
る
。

一　

職
員
と
し
て
在
職
し
な
か
っ
た
期
間
（
基
準

日
ま
で
引
き
続
い
て
在
職
し
た
期
間
以
外
の
在

職
し
た
期
間
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
一
年
四
月

一
日
か
ら
基
準
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
職
員

が
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
前
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
り
、
引
き
続
き
当
該

各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
勤
務
し
た
後
、
引
き

続
い
て
職
員
と
な
り
、
基
準
日
ま
で
引
き
続
き

在
職
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る

者
と
な
る
前
の
職
員
と
し
て
引
き
続
き
在
職
し

た
期
間
以
外
の
も
の
を
含
み
、
同
月
二
日
か
ら

基
準
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
条
例
第
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
技
能
労
務
職
員
ま
た
は
地
方
公

営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
三
条
第

四
号
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
こ
れ
ら
の
者
を

「
技
労
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
か

ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
職
員

と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
技
労
職
員
等
と
し
て

勤
務
し
た
期
間
を
除
く
。
）

二　

自
己
啓
発
等
休
業
期
間
（
地
方
公
務
員
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十

六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休

五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）

の
職
員
（
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
、
条
例

の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を

当
該
地
方
公
共
団
体
ま
た
は
特
定
地
方
独
立
行

政
法
人
の
在
職
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
地
方
公
共
団
体
ま
た
は
特
定
地
方
独
立
行

政
法
人
の
職
員
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）

四　

一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政

法
人
法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
一
般
地
方
独

立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
役
員
お
よ
び
職
員

（
人
事
交
流
等
に
よ
り
、
期
末
手
当
の
支
給
に

つ
い
て
、
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て

の
在
職
期
間
を
当
該
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

の
在
職
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
一

般
地
方
独
立
行
政
法
人
で
県
が
設
立
す
る
も
の

の
役
員
ま
た
は
職
員
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）

五　

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員

の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職

派
遣
者

六　

国
立
大
学
法
人
等
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平

成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
お
よ
び
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
を
い

う
。
）
の
職
員
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
、
期
末

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
、
条
例
の
適
用
を
受
け

る
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
当
該
国
立
大
学

法
人
等
の
在
職
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と
な
っ
た
者
に

限
る
。
）　

条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外

の
福
井
県
職
員

2　

改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
二
日

（
同
日
か
ら
基
準
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
新
た

に
職
員
と
な
っ
た
日
（
当
該
期
間
に
お
い
て
、
職

員
が
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
前
項
各
号

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手

当
の
特
例
措
置
に
関
す
る
規
則

（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
改
正
条
例
附
則
第
三

項
第
一
号
の
給
料
等
の
月
額
の
算
定
の
基
準
と
な

る
日
の
特
例
）

第
一
条　

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十

一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
。
以
下
「
改
正
条

例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
第
一
号
の
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
二
十
一
年
四

月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
（
同
月
に
支
給
す

る
期
末
手
当
に
つ
い
て
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
福
井
県
条
例

第
二
十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二

十
一
条
第
一
項
後
段
ま
た
は
第
二
十
六
条
第
七
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退

職
し
、
も
し
く
は
失
職
し
、
ま
た
は
死
亡
し
た
日

。
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
期
間
の

全
期
間
が
職
員
（
条
例
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る

職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
在
職
し
た

期
間
ま
た
は
人
事
交
流
等
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
者

と
し
て
勤
務
し
た
期
間
で
あ
る
者
と
す
る
。

一　

条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
福
井
県

職
員

二　

国
ま
た
は
特
定
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政

法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法

人
を
い
う
。
）
の
職
員
（
期
末
手
当
の
支
給
に

つ
い
て
、
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て

の
在
職
期
間
を
当
該
国
ま
た
は
特
定
独
立
行
政

法
人
の
在
職
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
国
ま
た
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
と
な

っ
た
者
に
限
る
。
）

三　

他
の
地
方
公
共
団
体
ま
た
は
特
定
地
方
独
立

行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十

年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
改
正
条
例
」
と
い
う

。
）
の
施
行
の
日
に
お
け
る
平
成
二
十
一
年
改

正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
条
例

の
規
定
お
よ
び
平
成
二
十
一
年
改
正
条
例
第
八

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
井
県
一
般
職
の

職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
福
井
県
条
例
第
五

号
）
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
た

場
合
の
給
料
の
月
額
な
ら
び
に
異
動
等
の
日
に

受
け
て
い
た
」
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

　

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

川
上　

賢
正

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
井
県
人
事
委
員
会
規

則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
一
条
第
十
項
中
「
百
分
の
百
五
十
」
を
「

百
分
の
百
四
十
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の

特
例
措
置
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

川
上　

賢
正
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（
技
労
職
員
等
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た

に
職
員
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
四
条　

改
正
条
例
附
則
第
四
項
お
よ
び
同
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
改
正
条
例
附
則

第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
技

労
職
員
等
と
す
る
。

2　

改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
新
た
に
職

員
と
な
っ
た
者
と
す
る
。

3　

改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
権
衡
を

考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
基

準
日
ま
で
の
間
引
き
続
き
技
労
職
員
等
で
あ
っ
た

も
の
と
み
な
し
て
、
技
労
職
員
等
に
係
る
給
与
に

関
す
る
条
例
ま
た
は
規
則
の
同
項
の
規
定
に
相
当

す
る
規
定
の
例
に
よ
る
同
項
第
一
号
お
よ
び
第
二

号
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

　

（
端
数
計
算
）

第
五
条　

附
則
第
三
項
第
一
号
基
礎
額
ま
た
は
改
正

条
例
附
則
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
一
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
も
の
と
す
る
。

　

（
雑
則
）

第
六
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成

二
十
一
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す

る
特
例
措
置
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人

事
委
員
会
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

可
を
得
て
勤
務
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
給
与

を
減
額
さ
れ
た
期
間

五　

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
を
減
額

さ
れ
た
期
間

六　

減
額
改
定
対
象
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
た

期
間

2　

改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
月
数
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か

ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま

で
の
各
月
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
月

の
数
と
す
る
。

一　

前
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
ま
た
は
第

六
号
に
掲
げ
る
期
間
（
技
労
職
員
等
で
あ
っ
た

期
間
（
以
下
「
技
労
職
員
等
期
間
」
と
い
う
。

）
の
あ
る
月
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
、
第

四
号
ま
た
は
第
六
号
に
掲
げ
る
期
間
に
相
当
す

る
期
間
を
含
む
。
）
の
あ
る
月

二　

前
項
第
三
号
ま
た
は
第
五
号
に
掲
げ
る
期
間

（
前
号
に
該
当
す
る
月
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て

、
そ
の
月
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
料
の
額
（

技
労
職
員
等
期
間
の
あ
る
月
に
あ
っ
て
は
、
給

料
お
よ
び
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
額
の
合
計

額
）
が
改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
一
号
に
規
定

す
る
合
計
額
に
百
分
の
〇
・
二
七
を
乗
じ
て
得

た
額
（
第
四
条
に
お
い
て
「
附
則
第
三
項
第
一

号
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
も
の

（
改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を

調
整
額
に
含
め
な
い
職
員
）

第
三
条　

改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月

一
日
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
職
員
で
あ
っ
た
者

の
う
ち
、
同
日
か
ら
基
準
日
ま
で
の
期
間
引
き
続

き
在
職
し
た
者
（
当
該
期
間
の
全
期
間
が
職
員
と

し
て
在
職
し
た
期
間
ま
た
は
人
事
交
流
等
に
よ
り

第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
勤
務
し

た
期
間
で
あ
る
者
を
含
む
。
）
以
外
の
者
と
す
る

。

業
を
し
て
い
た
期
間
を
い
う
。
）
、
休
職
期
間

（
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休

職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
給
料
の
全
額
を
支
給

さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
、
専
従
休
職
期

間
（
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間
を
い
う

。
）
、
大
学
院
修
学
休
業
期
間
（
教
育
公
務
員

特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業

を
し
て
い
た
期
間
を
い
う
。
）
、
非
常
勤
職
員

期
間
（
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
を
い
う
。
）

、
派
遣
期
間
（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関

等
に
派
遣
さ
れ
る
福
井
県
職
員
等
の
処
遇
等
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
福
井
県
条
例
第

一
号
）
第
二
条
ま
た
は
公
益
的
法
人
等
へ
の
福

井
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
三
年
福
井
県
条
例
第
五
十
号
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間
（
給
料
の
全

額
を
支
給
さ
れ
た
期
間
を
除
く
。
）
を
い
う
。

）
、
育
児
休
業
期
間
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休

業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て

い
た
期
間
を
い
う
。
）
ま
た
は
育
児
短
時
間
勤

務
等
期
間
（
同
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

育
児
短
時
間
勤
務
お
よ
び
同
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
た
期
間
を
い

う
。
）

三　

停
職
期
間
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
を
い
う

。
）

四　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

第
十
九
条
第
二
項
も
し
く
は
福
井
県
職
員
等
の

勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七

年
福
井
県
条
例
第
二
号
）
第
十
五
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
給
与
を
減
額
さ
れ
た
期
間
ま
た
は

地
方
公
務
員
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
許

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
印　

刷　
発
行
人　

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号　

福　

井　

県

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
発　

行　
印
刷
人　

〒
九
一
〇
―
〇
八
四
三　

福
井
県
福
井
市
西
開
発
三
丁
目
七
一
五　

白
崎
印
刷（
株
）　

☎
53
六
三
〇
〇




